
広報おおいそ18 令和８年１月

第55回 町民武道大会（剣道）  

時11月３日（月・祝）
場国府小学校
▶幼児の部
　優　勝　鈴木　初
　準優勝　榎田　光青
　第３位　山室　柚月
▶小学生低学年の部
　優　勝　大村　岳
　準優勝　森　晴翔
　第３位　松田　昊樹
▶小学生高学年の部
　優　勝　宮坂　千尋
　準優勝　松田　彩愛
　第３位　稲垣　達
▶中学生男子の部
　優　勝　阿久津　将煌
▶中学生女子の部
　優　勝　加治　由佳子
▶高校一般の部
　優　勝　大野　橘平
　準優勝　阿部川　武史
　第３位　鈴木　亘
問町スポーツ協会剣道部　大塚
　☎（61）0533

第55回 町民武道大会（柔道）  

時11月３日（月・祝）
場大磯町立武道館
▶小学生低学年の部
　優　勝　遠藤　灯
　準優勝　山本　悠生
　第３位　佐瀬　日々歌
▶小学生中学年の部
　優　勝　田中　翠和子
　準優勝　海保　律
　第３位　吉田　颯一郎、池井　直大
▶小学生高学年の部
　優　勝　柿本　航汰
　準優勝　栗田　志緒莉
　第３位　小林　鷹一郎
▶中学生の部
　優　勝　海保　晋
　準優勝　秋山　慶士郎
　第３位　武石　虎汰郞
▶高校生・一般の部
　優　勝　宮里　凌真
　準優勝　畠山　天地
　第３位　小木曽　貴博、増田　樹生
▶女子の部
　優　勝　有永　依加
　準優勝　秋山　日茉莉
問町スポーツ協会柔道部　久保田
　☎（61）8649

相談の案内【１月】
相談名 相談内容等 と　き ところ 相談窓口・主管課

行政相談 道路、年金、登記など国の行政機関等の業務に関す
る意見や要望 ８日（木） 13時30分〜15時30分

（予約制１回30分以内） 福祉センターさざれ石
※�法律相談の予約は毎月
１日からです。（１日
が土・日・祝の場合は
翌日または翌々日）

※駐車場利用不可

町民課
☎（61）4100
内線237
※�同一案件の継続
した相談はご遠
慮いただく場合
があります。

人権相談 セクハラやパワハラ、いじめや嫌がらせ、差別、誹
謗中傷などの人権に関する相談 15日（木） 14時〜16時

（予約制１回30分以内）

法律相談 相続・離婚・金銭貸借・暴力傷害・債権・債務等、
日常生活の中の法律的な問題

８日（木）、15日（木）
10時〜正午、13時30分〜15時30分
（予約制１回30分以内）

消費生活相談 物品、サービス等の契約に関するトラブル、解約手
続き、商品や訪問販売に関する苦情等

月〜金　９時30分〜16時 平塚市消費生活センター
☎（21）7５30　※無料の駐車場はありません

月〜金　９時30分〜17時 かながわ中央消費生活センター
☎04５（311）0999土　　　９時30分〜16時30分

教育相談 不登校・いじめ等　電話・来所相談（予約制）
対象…児童・生徒と保護者

毎週月曜日〜金曜日
９時〜正午/13時〜16時30分

教育研究所　教育相談窓口
☎（60）3670

こころの
健康相談

精神科の受診や家族の対応について、精神科医によ
る相談または家庭訪問を実施します

１月16日（金）、23日（金）、
28日（水） 平塚保健福祉事務所　保健予防課

☎（32）0130もの忘れ・
認知症相談

認知症の治療や対応の仕方について専門医による相
談または家庭訪問を実施します １月20日（火）

児童虐待相談 児童虐待に関する相談 毎週月曜日〜金曜日　９時〜17時 子育て相談ホットライン☎（38）5802
高齢者
総合相談 高齢者に関する相談 毎週月曜日〜金曜日

８時30分〜17時1５分
東部地域包括支援センター☎（61）9966
西部地域包括支援センター☎（71）５５9５

障がい者
虐待・差別
相談

障がい者虐待・差別に関する相談

毎週月曜日〜土曜日 
８時30分〜17時1５分 障害福祉センター☎（73）4５30

日曜・祝日・夜間
【17時1５分〜８時30分】 大磯町役場☎（61）4100

就労相談 就労に悩む、1５歳〜49歳までの方を対象とした就労
相談

毎週月曜日〜金曜日
10時〜17時

県西部地域若者サポートステーション
☎046５（32）411５

※祝日及び年末年始は相談を実施していません。また、かながわ中央消費生活センターは、休館日があります。

問政策課　☎内線207
　 kouza@town.oiso.kanagawa.jp

～お子様の写真を～お子様の写真を
　広報おおいそに　広報おおいそに
　飾ってみませんか〜　飾ってみませんか〜

募集中

対　象　町在住の１～３歳児
申込み
①お子さんのお名前（ふりがな）
②生年月日
③住所
④電話番号
⑤保護者の方のお名前
⑥続柄（長男・長女など）
⑦コメント（50文字以内）
①～⑦と写真をＥメールにてお
知らせください。
その他
・�先着順で、毎月１人ずつの掲
載となります。

・�掲載は１人１回とさせていた
だきます。


